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１ 異常現象の範囲について（通知） 

 

                      昭和59年7月13日 消防地第158号 消防庁地域防災課長 

改正：平成24年3月30日 消防特第62号 消防庁特殊災害室長 

 

 特定事業所における異常現象の発生について、石油コンビナート等災害防止法（昭和50年法律第84号）

第23条の規定に基づく迅速かつ適確な通報を徹底するため、異常現象の範囲を下記のとおり定めたので、

通知する。 

 貴職におかれては、異常現象の範囲について、下記に基づき石油コンビナート等防災計画に明示すると

ともに、特定事業所に係る防災規程に定めるよう指導されたい。この場合、当該特別防災区域又は当該特

定事業所の状況に応じて、さらに具体的に定めて差し支えないものである。 

 なお、下記の異常現象の範囲については通商産業省との間で了解が為されたものである。 

 おって、管下市町村に対しても、この旨通知のうえ、遺憾のないようよろしく御指導願いたい。 

 

記 

１ 出火 

  人の意図に反して発生し若しくは拡大し、又は放火により発生して消火の必要がある燃焼現象であっ

て、これを消火するために消火施設又はこれと同程度の効果があるものの利用を必要とするもの。 

２ 爆発 

  化学的変化又は物理的変化により発生した爆発現象で施設、設備等の破損が伴うもの。 

３ 漏洩 

  危険物、可燃性固体類、可燃性液体類、高圧ガス、可燃性ガス、毒物、劇物その他有害な物質の漏洩。 

  ただし、次に掲げる少量（液体の危険物及び可燃性液体類にあっては数リットル程度）の漏洩で、漏

洩範囲が当該事業所内に留まり、泡散布、散水等の保安上の措置（回収、除去を除く。）を必要としな

い程度のものを除く。 

 (1)施設または設備（以下「施設等」という。）に係る温度、圧力、流量等の異常な状態に対し、正常状

態への復帰のために行う施設等の正常な作動又は操作によるもの。 

 (2)発見時に漏洩箇所が特定されたものであって、既に漏洩が停止しているもの又は施設等の正常な作

動若しくは操作若しくはバンド巻き、補修材等による軽微な応急措置（以下「軽微な応急措置」と

いう。）により漏洩が直ちに停止したもの。 

４ 破損 

  製造、貯蔵、入出荷、用役等の用に供する施設若しくは設備又はこれらに付属する設備（以下「製造

等施設設備」という。）の破損、破裂、損傷等の破損であって、製造、貯蔵、入出荷、用役等の機能の

維持、継続に支障を生じ、出火、爆発、漏洩等を防止するため、直ちに使用停止等緊急の措置を必要

とするもの。 

  ただし、製造等施設設備の正常な作動又は操作若しくは軽微な応急措置により直ちに、出火、爆発、

漏洩の発生のおそれがなくなったものを除く。 

５ 暴走反応等 

  製造等施設設備に係る温度、圧力、流量等の異常状態で通常の制御装置の作動又は操作によっても制

御不能なもの、地盤の液状化等であって、上記１から４に掲げる現象の発生を防止するため、直ちに

緊急の保安上の措置を必要とするもの。 
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２ 防災規程及び共同防災規程の作成指針と概説等について 

 

 

 

 

                                      

 

石油コンビナート等災害防止法施行令の一部を改正する政令（平成１７年政令第３５３号）及び石油

コンビナート等における特定防災施設等及び防災組織等に関する省令の一部を改正する省令（平成１７年 

総務省令第１５９号）がそれぞれ平成１７年１２月１日に施行され、特定事業者による大容量泡放水砲等

及び大容量泡放水砲用泡消火薬剤（以下「大容量泡放射システム」という。）の配備が平成２０年１１月

３０日までに義務づけられたことから、大容量泡放射システムを広域共同防災組織において配備した場合

の「広域共同防災規程の作成指針及び概説」については、「広域共同防災規程作成指針及び広域共同防災

規程作成指針の概説等について」（平成１９年１月２６日付け消防特第１０号）により既に示したところ

です。  

このたび、大容量泡放射システムを自衛防災組織又は共同防災組織において配備した場合について、 

新たに「防災規程の作成指針及び概説」及び「共同防災規程の作成指針及び概説」を別紙１及び別紙２の

とおり作成しましたので、下記の事項にも留意し、執務上の参考にするとともに、貴道府県内の市町村に

対しても、この旨周知されるようよろしくお願いします。  

また、従来から特定事業所の作成する防災規程及び共同防災規程については、「防災規程作成指針及

び防災規程作成指針の概説について」（平成１６年１１月３０日付け消防特第２２７号 以下「２２７号  

通知」という。）を参考とし指導していただいているところですが、内容についてより適切な表現にする

ため別紙３及び別紙４のとおり一部を修正しましたので、執務の参考にするとともに、貴道府県内の市町

村に対しても、この旨周知されるようよろしくお願いします。なお、これに伴い、２２７号通知は廃止し

ます。  

 

１ 大容量泡放射システムを自衛防災組織又は共同防災組織において配備した場合の防災規程等に  

ついて 

自衛防災組織に大容量泡放射システムを配備した場合の当該自衛防災組織の防災規程の作成指針

及び概説を別紙１に、大容量泡放射システムを備え付けるために設置した共同防災組織の共同防災

規程の作成指針及び概説を別紙２に示すので参考にすること。  

※ 別紙５「特定事業者における防災組織間の関係」における「Ⅰ 防災規程」のＢ、Ｅ事業所の防災規程、「Ⅱ 共同

防災規程」の大容量泡放射システムを備え付けるために設置した共同防災組織の共同防災規程についての作成指針

及び概説を指す。 

２ 大容量泡放射システムの配備に伴う関係防災組織の防災規程への追加事項について 

大容量泡放射システムの配備に伴い、新たに関係する自衛防災組織、共同防災組織及び広域共防災

組織の各防災組織間の関係を各防災規程において明確にしておく必要があることから、今回示した

防災規程等の作成指針及び別紙５に示す「特定事業者における防災組織間の関係」を参照し、指揮

命令系統、活動に関する連携、連絡体制及び連携訓練等、必要な事項を関係防災組織の防災規程に

追加記載するよう特定事業者を指導すること。  

例）・別紙５「特定事業者における防災組織間の関係」における「Ⅱ 共同防災規程」のＦ事業所の自衛防災組織の防

災規程には、大容量泡放射システムを備え付けるために設置した共同防災組織との関係を明確にするために、指

揮命令系統、活動に関する連携、連絡体制及び連携訓練等について記載する必要がある。  

・別紙５「特定事業者における防災組織間の関係」における「Ⅲ 広域共同防災規程」のＦ事業所の自衛防災組織

の防災規程には、共同防災組織３及び広域共同防災組織との関係を明確にするために、指揮命令系統、活動に関

する連携、連絡体制及び連携訓練等について記載する必要がある。 

 

平成19年３月20日  

消防特第３４号 

消防庁特殊災害室長 
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３ 大容量泡放射システムの配備が必要ない自衛防災組織の防災規程について  

直径３４ｍ以上の浮き屋根式屋外貯蔵タンクが所在しないような、大容量泡放射システムの配備が

必要ない特定事業所の自衛防災組織の防災規程の作成指針及び概説について別紙３に示すので参考

にすること。  

なお、当該自衛防災組織の防災規程の作成指針は、２２７号通知における防災規程の作成指針及

び概説をより適切な表現にするための一部修正であることから、当該特定事業者が防災規程を修正

する場合等の参考資料として活用されたい。  

※ 別紙５「特定事業者における防災組織間の関係」における「Ⅰ 防災規程」のＡ、Ｃ、Ｄ事業所の防災規程について

の作成指針及び概説を指す。  

４ 大容量泡放射システムを備え付けるために設置した共同防災組織以外の共同防災組織の防災規程

について  

大容量泡放射システムを備え付けるために設置した共同防災組織以外の共同防災組織の共同防災

規程の作成指針及び概説について別紙４に示すので参考にすること。  

なお、当該共同防災組織は、構成事業所に大容量泡放射システムの配備を要する事業所があり、

当該構成事業所が大容量泡放射システムを備え付けるために別に共同防災組織を設置している場合

は、上記２に示したとおり当該共同防災組織との関係を明確にする必要があるので留意されたい。  

※ 別紙５「特定事業者における防災組織間の関係」における「Ⅱ 共同防災規程」の共同防災組織１、２、３の共同防

災規程についての作成指針及び概説を指す。  
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特定事業所が作成する防災規程及び共同防災規程については、「防災規程及び共同防災規程の作成指針

と概説等について」（平成19 年3 月20 日付け消防特第34 号、以下「第34 号通知」という。）を参考とし

指導いただいているところです。 

今般、石油コンビナート等における特定防災施設等及び防災組織等に関する省令の一部を改正する省

令（平成26 年総務省令第79 号）が平成26 年10 月14 日に公布され、災害の現場において市町村長（特

別区の存する区域においては、都知事。）又はその委任を受けた市町村（特別区の存する区域においては、

都。）の職員から特定事業所の事業実施の統括管理者に対し要求があった場合における情報提供が適切に

行われるための体制に関することが、防災規程に定めなければならない事項として新たに追加されたこと

により、下記のとおり第34 号通知の一部を修正しました。 

また、併せて、「特定防災施設等及び防災資機材等に係る地震対策及び津波対策の推進について」（平

成24 年3 月30 日付け消防特第63 号）や「異常現象の発生時における迅速な通報の確保について」（平成

24 年3 月30 日付け消防特第62 号」等、第34 号通知以降に発出した通知等（以下「既発の通知等」とい

う。）を踏まえた見直しを行いました。各都道府県消防防災主管部長におかれましては、貴都道府県内の

市町村（消防の事務を処理する一部事務組合等を含む。）に対しても、この旨周知していただきますよう

お願いします。なお、本通知は、消防組織法（昭和22 年法律第226 号）第37 条の規定に基づく助言とし

て発出するものであることを申し添えます。 

 

記 

１ 今般の省令改正により防災規程に定めなければならない事項として新たに追加された事項について 

災害の現場において市町村長（特別区の存する区域においては、都知事。）又はその委任を受けた

市町村（特別区の存する区域においては、都。）の職員から特定事業所の事業実施の統括管理者に対

し要求があった場合における情報提供が適切に行われるための体制に関することについて、「防災規

程作成指針及び概説（大容量泡放射システムを自衛防災組織に備え付ける場合）」及び「防災規程作

成指針及び概説」に新たに「第８章 災害の現場における情報提供」を追加したこと（別紙１及び別

紙３）。 

 

２ 既発の通知等を踏まえた見直しについて 

（１）特定防災施設等及び防災資機材等の地震対策、津波対策の推進について 

「特定防災施設等及び防災資機材等に係る地震対策及び津波対策の推進について」（平成24年3月

30 日付け消防特第63 号）等に規定する特定防災施設等及び防災資機材等の応急対策等に関するこ

とについて、「防災規程作成指針及び概説（大容量泡放射システムを自衛防災組織に備え付ける場

合）」、「共同防災規程作成指針及び概説（大容量泡放射システムを備え付けるために設置した共同防

災組織の場合）」、「防災規程作成指針及び概説」及び「共同防災規程作成指針及び概説」の「第４章 

防災のための施設、設備、資機材等の整備」に、新たに追加したこと（別紙１、別紙２、別紙３及

び別紙４）。 

（２）異常現象の発生時における迅速な通報の確保等について 

「異常現象の発生時における迅速な通報の確保について」（平成24 年3 月30 日付け消防特第62 号）

に規定する異常現象の迅速な通報確保の方策を踏まえ、「防災規程作成指針及び概説（大容量泡放射

システムを自衛防災組織に備え付ける場合）」及び「防災規程作成指針及び概説」の「第７章 異常

現象に対する措置」の内容の見直しを行ったこと（別紙１及び別紙３）。 

（３）南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法の改正等に伴う文言の修正について 

東南海・南海地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律（平成25 

年法律第87 号）の施行により「東南海・南海地震」が「南海トラフ地震」に改められたこと等を踏

まえ、「防災規程作成指針及び概説（大容量泡放射システムを自衛防災組織に備え付ける場合）」及

び「防災規程作成指針及び概説」の文言の修正等を行ったこと（別紙１及び別紙３）。 

一部改正：平成２６年１０月２３日消防特第２２１号 





























































































別紙５
特定事業者における防災組織間の関係

Ⅰ　防災規程

○○特別防災区域
共同防災組織　１ 共同防災組織　２

Ａ事業所 Ｂ事業所 Ｃ事業所 Ｄ事業所 Ｅ事業所

Ａ自衛防災組織 Ｂ自衛防災組織 Ｃ自衛防災組織 Ｄ自衛防災組織 Ｅ自衛防災組織

システム　× システム　○ システム　× システム　× システム　○

１．Ａ事業所の作成する防災規程
　Ａ事業所は、Ｂ事業所と共同防災組織１を設置している。このことから、Ａ事業所の作成する防災規
程には、Ａ事業所自衛防災組織と共同防災組織１との関係を明確にする必要がある。

２．Ｂ事業所の作成する防災規程
　Ｂ事業所は、Ａ事業所と共同防災組織１を設置している。このことから、Ｂ事業所の作成する防災規
程には、Ｂ事業所自衛防災組織と共同防災組織１との関係を明確にする必要がある。
　また、Ｂ事業所単独でシステムを備え付けるので、システムに係る内容を盛り込んだ防災規程を作
成する必要がある。

３．Ｃ，Ｄ事業所の作成する防災規程
　Ｃ事業所は、Ｄ事業所と共同防災組織２を設置している。このことから、Ｃ事業所の作成する防災規
程には、Ｃ事業所自衛防災組織と共同防災組織２との関係を明確にする必要がある。
　同様に、Ｄ事業所は、Ｃ事業所と共同防災組織２を設置している。このことから、Ｄ事業所の作成す
る防災規程には、Ｄ事業所自衛防災組織と共同防災組織２との関係を明確にする必要がある。

４．Ｅ事業所の作成する防災規程
　Ｅ事業所は、単独でシステムを備え付けるので、システムに係る内容を盛り込んだ防災規程を作成
する必要がある。

※Ｂ、Ｅ事業所の防災規程は、別紙１「防災規程作成指針及び概説（大容量泡放射システムを自衛防災
組織に備え付ける場合）」に、Ａ、Ｃ、Ｄ事業所の防災規程は、別紙３「防災規程作成指針及び概説」に該
当する。

大容量泡放射システ
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Ⅱ　共同防災規程
　大容量泡放射システムを備え付けるために

　設置した共同防災組織

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　○○特別防災区域
　　　共同防災組織　１ 共同防災組織　２ 　　　共同防災組織　３
Ａ事業所 Ｂ事業所 Ｃ事業所 Ｄ事業所 Ｅ事業所 Ｆ事業所 Ｇ事業所

Ａ自衛防災組織 Ｂ自衛防災組織 Ｃ自衛防災組織 Ｄ自衛防災組織 Ｅ自衛防災組織 Ｆ自衛防災組織 Ｇ自衛防災組織

システム　×システム　×　システム　× システム　× システム　○ システム　○ システム　○

１．共同防災組織１の作成する共同防災規程
　共同防災組織１は、Ａ事業所及びＢ事業所を構成事業所としている。このことから、共同防災組織１
の作成する共同防災規程には、Ａ事業所自衛防災組織及びＢ事業所自衛防災組織との関係を明確
にする必要がある。

２．共同防災組織２の作成する共同防災規程
　共同防災組織２は、Ｃ事業所、Ｄ事業所及びＥ事業所を構成事業所としている。このことから、共同
防災組織２の作成する共同防災規程には、Ｃ事業所自衛防災組織、Ｄ事業所自衛防災組織及びＥ事
業所自衛防災組織との関係を明確にする必要がある。
　また共同防災組織２は、Ｅ事業所で防災活動を行う場合に、システムを備え付けるために設置した
共同防災組織と連携した防災活動を実施する場合も考えられる。このことから、共同防災組織２の作
成する共同防災規程には、共同防災組織２とシステムを備え付けるために設置した共同防災組織と
の関係を明確にする必要がある。

３．共同防災組織３の作成する共同防災規程
　共同防災組織３は、Ｆ事業所及びＧ事業所を構成事業所としている。このことから、共同防災組織３
の作成する共同防災規程には、Ｆ事業所自衛防災組織及びＧ事業所自衛防災組織との関係を明確
にする必要がある。
　また、共同防災組織３は、Ｆ又はＧ事業所で防災活動を行う場合に、システムを備え付けるために設
置した共同防災組織と連携した防災活動を実施する場合も考えられる。このことから、共同防災組織
３の作成する共同防災規程には、共同防災組織３とシステムを備え付けるために設置した共同防災
組織との関係を明確にする必要がある。

４．　システムを備え付けるために設置した共同防災組織の作成する共同防災規程
　システムを備え付けるために設置した共同防災組織は、Ｅ事業所、Ｆ事業所及びＧ事業所を構成事
業所としている。
　このことから、システムを備え付けるために設置した共同防災組織の作成する共同防災規程には、
Ｅ事業所自衛防災組織、Ｆ事業所自衛防災組織及びＧ事業所自衛防災組織との関係を明確にする必
要がある。
　さらに、システムを備え付けるために設置した共同防災組織の作成する共同防災規程には、共同防
災組織２及び共同防災組織３との関係を明確にする必要がある。

※大容量泡放射システムを備え付けるために設置した共同防災組織の共同防災規程は、別紙２「共同
防災規程作成指針及び概説（大容量泡放射システムを備え付けるために設置した共同防災組織の場
合）」に、共同防災組織１、２、３の共同防災規程は、別紙４「共同防災規程作成指針及び概説」に該当す
る。

大容量泡放射
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Ⅲ　広域共同防災規程

大容量泡放射システムを備え付けるために設置した

広域共同防災組織

　　　　　○○特別防災区域
　　　共同防災組織　１ 共同防災組織　２ 　　　共同防災組織　３
Ａ事業所 Ｂ事業所 Ｃ事業所 Ｄ事業所 Ｅ事業所 Ｆ事業所 Ｇ事業所 Ｈ事業所

Ａ自衛防災組織 Ｂ自衛防災組織 Ｃ自衛防災組織 Ｄ自衛防災組織 Ｅ自衛防災組織 Ｆ自衛防災組織 Ｇ自衛防災組織 Ｈ自衛防災組織

システム　×システム　×　システム　× システム　× システム　○ システム　○ システム　○ システム　○

　　　　　　　　　　　　　　　△△特別防災区域 　　　　□□特別防災区域
　共同防災組織　４ 　共同防災組織　５ 共同防災組織　６

Ｉ事業所 Ｊ事業所 Ｋ事業所 Ｌ事業所 Ｍ業所 Ｎ業所 Ｏ事業所 Ｐ事業所

Ｉ自衛防災組織 Ｊ自衛防災組織 Ｋ自衛防災組織 Ｌ自衛防災組織 Ｍ自衛防災組織 Ｎ自衛防災組織 Ｏ自衛防災組織 Ｐ自衛防災組織

システム　○システム　×　システム　○ システム　○ システム　× システム　○ システム　○ システム　×

・広域共同防災組織の作成する広域共同防災規程
　広域共同防災組織は、Ｅ，Ｆ，Ｇ，Ｈ，Ｉ，Ｋ，Ｌ，Ｎ及びＯ事業所を構成事業所としている。このことか
ら、広域共同防災組織の作成する広域共同防災規程には、Ｅ，Ｆ，Ｇ，Ｈ，Ｉ，Ｋ，Ｌ，Ｎ及びＯ事業所自
衛防災組織との関係を明確にする必要がある。
　さらに、広域共同防災組織の作成する広域共同防災規程には、共同防災組織２、３、４、５及び６と
の関係を明確にする必要がある。
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